
千葉市条例第６２号 

   千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４６号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （設備運営基準の目的）  （設備運営基準の目的） 

第２条 設備運営基準は、幼保連携型認定

こども園の園児（法第１４条第６項に規

定する園児をいう。以下同じ。）が、明

るく衛生的な環境において、素養があ

り、かつ、適切な養成又は訓練を受けた

職員の指導により、心身ともに健やかに

育成されることを保障するものとする。 

 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の準用） 

第１４条 千葉市児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例第４条、

第５条第１項、第２項及び第４項、第８

条、第１０条から第１２条まで、第１４

条（第４項ただし書を除く。）、第１９

条、第２０条第１項、第３項及び第４

項、第４４条第７号、第４５条（第１項

後段を除く。）並びに第４９条の規定

は、幼保連携型認定こども園について準

用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

第２条 設備運営基準は、幼保連携型認定

こども園の園児（法第１４条第７項に規

定する園児をいう。以下同じ。）が、明

るく衛生的な環境において、素養があ

り、かつ、適切な養成又は訓練を受けた

職員の指導により、心身ともに健やかに

育成されることを保障するものとする。 

 

 （虐待等の禁止） 

第３条の２ 職員は、園児に対し、法第 

２７条の２第１項各号に掲げる行為その

他当該園児の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

 

 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の準用） 

第１４条 千葉市児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例第４条、

第５条第１項、第２項及び第４項、第８

条、第１０条、第１２条○○○、第１４

条（第４項ただし書を除く。）、第１９

条、第２０条第１項、第３項及び第４

項、第４４条第７号、第４５条（第１項

後段を除く。）並びに第４９条の規定

は、幼保連携型認定こども園について準

用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲



げる字句に読み替えるものとする。  

読み替える千

葉市児童福祉

施設の設備及

び運営に関す

る基準を定め

る条例の規定 

読み替え

られる字

句 

読み替え

る字句 

［略］ ［略］ ［略］ 

第１１条 入所中の

児童 

園児 

法 児童福祉

法 

当該児童 当該園児 

［略］ 

２［略］ 

げる字句に読み替えるものとする。  

読み替える千

葉市児童福祉

施設の設備及

び運営に関す

る基準を定め

る条例の規定 

読み替え

られる字

句 

読み替え

る字句 

［略］ 

［削る］ 

［略］ 

［削る］ 

 

［削る］ 

 

［削る］ 

［略］ 

［削る］ 

 

［削る］ 

 

［削る］ 

［略］ 

２［略］   

 （千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年千葉市条例第４８号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、

教育・保育給付認定子どもに対し、児童

福祉法第３３条の１０各号○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○に掲げる行為その他当該教育・保育

給付認定子どもの心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、

教育・保育給付認定子どもに対し、児童

福祉法第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保

育施設の職員にあっては認定こども園法

第２７条の２第１項各号、幼稚園である

特定教育・保育施設の職員にあっては学

校教育法第２８条第２項において準用す

る認定こども園法第２７条の２第１項各

号）に掲げる行為その他当該教育・保育

給付認定子どもの心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。   

（千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量

型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第３条 千葉市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方



裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成２８年千葉市条

例第２１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正前 改正後 

  （虐待等の禁止） 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （園児及び職員の健康診断） 

第１８条［略］ 

２ 園長は、前項の規定にかかわらず、園

児の入園前の健康診断○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○が行われた場

合であって、当該健康診断が園児に対す

る入園時の○○○○健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるときは、入

園時の○○健康診断の全部又は一部を行

わないことができる。この場合におい

て、園長は、園児の入園前の健康診断○

○○○○○○の結果を把握しなければな

らない。 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

３［略］ 

 

 

 

第９条の２ 職員は、園児に対し、児童福

祉法第３３条の１０第１項各号（幼稚

園型認定こども園の職員にあって

は、学校教育法第２８条第２項にお

いて準用する法第２７条の２第１項各

号）に掲げる行為その他当該園児の心身

に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

 

 （園児及び職員の健康診断） 

第１８条［略］ 

２ 園長は、前項の規定にかかわらず、次

の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診

査（母子保健法（昭和４０年法律第  

１４１号）第１２条第１項又は第１３条

第１項に規定する健康診査をいう。同表

において同じ。）（以下この項において

「健康診断等」という。）が行われた場

合であって、当該健康診断等がそれぞれ

同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるときは、同

欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行

わないことができる。この場合におい

て、園長は、それぞれ同表の左欄に掲げ

る健康診断等の結果を把握しなければな

らない。 

 

 
 
 
 
 
 

３［略］ 

 

 

 

 

園児の入園前の 園児に対する入 

健康診断 園時の健康診断 

園児に対する健

康診査 

園児に対する入

園 時 の 健 康 診

断、定期の健康

診断又は臨時の

健康診断 

 



 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の準用） 

第２０条 千葉市児童福祉施設の設備及び

運営の基準を定める条例第４条、第５条

第１項、第２項及び第４項、第１０条、

第１１条、第１４条（第４項ただし書を

除く。）、第１９条、第２０条第１項及

び第３項、第４４条第７号、第４５条並

びに第４９条の規定は、認定こども園に

ついて準用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。  

読み替えら

れる千葉市

児童福祉施設

の設備及び運

営に関する基

準を定める条

例の規定 

読み替え

られる字

句 

読み替え

る字句 

［略］ ［略］ ［略］ 

第１１条 入 所 中 の

児童 

園児 

当該児童 当該園児 

［略］ 
 

 （千葉市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の準用） 

第２０条 千葉市児童福祉施設の設備及び

運営の基準を定める条例第４条、第５条

第１項、第２項及び第４項、第１０条○

○○○○、第１４条（第４項ただし書を

除く。）、第１９条、第２０条第１項及

び第３項、第４４条第７号、第４５条並

びに第４９条の規定は、認定こども園に

ついて準用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。   

読み替える

○○千葉市

児童福祉施設

の設備及び運

営に関する基

準を定める条

例の規定 

読み替え

られる字

句 

読み替え

る字句 

［略］ 

［削る］ 

［略］ 

［削る］ 

 

［削る］ 

［略］ 

［削る］ 

 

［削る］ 

［略］ 
 

２［略］ ２［略］ 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中千葉市幼保連

携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定

める条例第２条の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 


